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跡

第

一一死

久
調
ａ

ｌ
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
法
華
寺
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
六
六
年
（昭
４
）
一
〇
月
ぞ

一
九
六
七
年
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
官
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
枢
本
亀
次
郎

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

。
官
衝
跡
、
都
城
跡

６
　
連退
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
ｉ
平
安
時
代
初
期

７
　
逹退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

発
掘
調
査
地
域
は
、
平
城
官
の
東
張
出
部
西
南
隅
に
当
る
。
検
出
し
た
主
な

遺
構
は
、
宮
域
東
面
の
外
濠
、
東

一
坊
大
路
西
側
濤
に
あ
た
る
南
北
濤
Ｓ
Ｄ
四

九
五

一
、
そ
の
付
替
え
の
濤
で
あ
る
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
Ｏ

ｅ
Ｓ
Ｄ
五
〇
五
〇
、
東

一

坊
大
路
東
側
濤
に
当
る
南
北
濤
Ｓ
Ｄ
五
〇
三
〇
、
二
つ
の
側
濤
の
間
の
東

一
坊

大
路
、
東
張
出
部
南
面
外
濠
な
ら
び
に
二
条
条
間
大
路
北
側
濤
に
当
る
東
西
濤

Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
、
そ
の
前
身
の
東
西
濤
Ｓ
Ｄ
四
九
九
九
、
二
条
条
間
大
路
南
側

濤
に
当
る
東
西
濤
Ｓ
Ｄ
五

一
七
四
、
二
つ
の
濤
の
間
の
二
条
条
間
大
路
、
門
Ｓ

Ｂ
五
〇
〇
〇
、
東
張
出
部
南
面
を
区
画
す
る
東
西
堀
立
柱
塀
Ｓ
Ａ
五
〇

一
〇
、

同
じ
く
東
西
築
地
Ｓ
Ａ
五
〇
五
五
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
注
目
す
べ
き
遺
構
と
し
て
は
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
〇
が
あ
る
。
こ
の
門

跡
は
東

一
坊
大
路
を
さ
え
ぎ

っ
て
立
つ
南
面
す
る
門
で
あ
る
。
遺
構
の
残
存
状

況
は
よ
く
な
く
、
基
壇
の
西
半
部
は
後
世
の
流
路
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い
る

が
、
基
壇
の
東
半
部
積
土
や
礎
石
据
え
付
け
痕
跡
三
ヵ
所
、
転
倒
し
た
礎
石
二

個
な
ど
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、

門
は
礎
石
建
ち
づ
桁
行
五
間

（総

長
一一四
ｍ
）
・
梁
間
二
間

（総
長
三
ハ
ｍ
）
の
南
面
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。　
こ
の
問
は
出
土
木
筒
か
ら
小
子

（部
）
門
と
い
う
名
称
で
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
〇
か
ら
東
へ
東
西
掘
立
柱
塀
Ｓ
Ａ
五
〇

一
〇
、
ま
た
そ
の
北
に

平
行
し
て
東
西
築
地
Ｓ
Ａ
五
〇
五
五
が
の
び
る
。
両
者
は
東
張
出
部
の
南
面
を

区
画
す
る
施
設
で
、
Ｓ
Ａ
五
〇

一
〇
が
Ｓ
Ａ
五
〇
五
五
よ
り
古
い
。

こ
れ
ら
の
遺
構
に
よ
っ
て
、
宮
域
は
こ
の
地
区
で
か
つ
て
関
野
貞
が
推
定
し

た
東
限
よ
り
、
さ
ら
に
東
へ
張
り
出
し
、
東

一
坊
大
路
は
北
へ
の
び
ず
に
う
Ｓ
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Ｂ
五
〇
〇
〇
の
前
面
で
二
条
条
間
大
路
と
Ｌ
字
形
に
接
続
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

木
簡
が
出
土
し
た
遺
構
は
、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
・
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇

・
Ｓ
Ｄ
五
〇

五
〇

・
Ｓ
Ｄ
四
九
九
九

・
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
な
ど
の
濤
、
Ｓ
Ｋ
五

一
〇
四

。
Ｓ
Ｋ

五
二
四

一
・
Ｓ
Ｋ
五

一
一
六

。
Ｓ
Ｋ
五
〇
〇
八

。
Ｓ
Ｋ
五
〇

一
四
な
ど
の
上
羨
、

Ｓ
Ａ
五

一
五
二

。
Ｓ
Ａ
五

一
八
六
な
ど
の
掘
立
柱
塀
の
柱
穴
な
ど

一
三
の
遺
構

で
、
出
土
総
点
数
は
四
九

一
点
で
あ
る
。

Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
と
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
、
Ｓ
Ｄ
五
〇
五
〇
は
、
調
査
区
西
辺
を
北

か
ら
南
へ
貫
流
す
る
濤
で
あ
る
が
、
こ
の
三
濤
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
は
、
南
北
に
直
線
に
流
れ
る
濤
で
、
門
Ｓ
Ｄ
五
〇
〇
〇

以
南
で
は
官
域
東
面
の
外
濠
な
ら
び
に
東

一
坊
大
路
西
側
濤
に
当
る
。
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
と
Ｓ
Ｄ
五
〇
五
〇
は
、
の
ち
に
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
の
水
流
を
西
側
に
迂
回

さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
濤
で
、
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
と
Ｓ
Ｄ
五
〇
五
〇
と
は
門
Ｓ

Ｂ
五
〇
〇
〇
の
西
北
で
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
か
ら
分
岐
し
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
〇
の
西
で

両
者
は
合
流
す
る
。
さ
ら
に
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
〇
の
南
西
で
、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
に
再

び
合
流
し
て
い
る
、
こ
の
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
と
Ｓ
Ｄ
五
〇
五
〇
と
の
設
置
は
門
Ｓ

Ｂ
五
〇
〇
〇
の
造
営
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
初
め
に
Ｓ
Ｄ

五

一
〇
〇
が
作
ら
れ
、
の
ち
に
Ｓ
Ｄ
五
〇
五
〇
に
改
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
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